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研究成果の概要（和文）：
　汎用のBCA法を基に浮遊粒子状物質中のタンパク質を定量する方法を開発した．実大気への試験的な応用よ
り，天気や大気汚染の変化に伴う大気中のタンパク質の濃度変動の測定が可能となった．
　越境移動気団中のタンパク質の定量評価を試みた．タンパク質の濃度は数十ng/m3からから十数μg/m3の範囲
で，天気及び大気汚染の状況によって著しく異なった．黄砂時には濃度は数μg/m3から十数μg/m3であり，他の
天気条件と大気汚染状況の時より高かった．

研究成果の概要（英文）：
   Based on the traditional protein quantification technique of BCA, we developed in laboratory an 
approach to quantify the protein in airborne particulate matters. Tests for its application to the 
real atmosphere showed its effectiveness to depict the variation of airborne protein concentration 
with the changes of weather and the evolution of air pollutants concentration.
   With the developed method, we tried to quantify the airborne protein in trans-boundary-moved air 
parcels. Results show that the concentration of protein in the air parcels varied in a large range 
of hundreds to thousands of nanograms of protein per cubic meter, responding to various weather and 
pollutant conditions. When Asian dust appeared, the range was from several to more than 10 
micrograms of proteins per cubic meter, much larger than under other weather or pollutant 
conditions. 

研究分野： 大気環境学
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　大気汚染による健康影響の原因のひとつ物質は，浮遊粒子状物質中のタンパク質である．本研究では，複数分
野の知識と技術を融合して，濃度が極めて低い大気浮遊粒子状物質中のタンパク質について天気と大気汚染の変
化時間スケールの変動を求める方法を開発した．開発した方法を用いて，さまざまな天気及び大気汚染の状況の
下で，浮遊粒子状物質中のタンパク質の定量が可能となった．そのような高時間分可能のデータは，知っている
限りまだ報告されたことがない．今後の応用によって，浮遊粒子状物質の健康影響の評価，および大気中の生物
物質の生態系へのかかわりの研究推進に独創的かつ先駆的な貢献が期待できる．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
申請者らは過去数年に大気中の浮遊微生物の定量分析方法を開発し浮遊微生物の越境拡散を

調査してきた．偏西風によって大気中の微生物の振る舞いは，気流の変化に強く依存し，大気
圏を介して微生物の越境長距離輸送や局地的な排出などは天気の変化に伴って変わり続けてい
る実態を明らかにした． 
浮遊粒子状物質による健康被害は，主に粒子に含まれるタンパク質から引き起こされるアレ

ルギー性疾患である．しかし，国内外において浮遊粒子状物質中のタンパク質に関する報告は
僅かにあり，使用方法の検証が行われていなかったため，報告された情報の正確さは不明であ
る．申請者らは生化学分野の専門家と連携して浮遊粒子状物質中のタンパク質の測定方法を模
索した．その結果，タンパク質を定量分析する汎用の BCA 法を用いて大気中タンパク質濃度の
定量分析が可能であることが確認された． 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，汎用のタンパク質定量分析の BCA 法と Picotan/Picotein 微量タンパク質検

出法を用いて大気中浮遊粒子状物質に含まれるタンパク質の定量分析法を確立し，黄砂やヘイ
ズなどの越境移動の浮遊粒子状物質中に含まれるタンパク質の測定を行い，大気環境学と生化
学を横断する斬新な研究サブジェクト「大気中のタンパク質の濃度変化およびそのアミノ酸構
造の解明」に初期的なデータを蓄積することである． 
 
３．研究の方法 
本研究は，実験室での検証と実大気への応用で構成される．実験室内の検証では，大気のサ

ンプルからタンパク質を抽出し，BCA 法を用いたタンパク質濃度の測定と Picotan/Picotein 法
を用いた分子量別のタンパク質の相対割合の測定について操作手順と感度の検討実験を中心に
行い，大気中浮遊粒子状物質中のタンパク質の測定法を確立する．実大気への応用では，中国
東部沿岸域青島市と熊本県天草西岸において大気浮遊粒子状物質を採集し，越境大気汚染気団
中のタンパク質の定量評価を試験的に行う． 
(1) 実験室での検証(平成 29年度) 
前処理方法の検証認：タンパク質吸着仮想フィルターを利用して，含まれるタンパク質の定

量と分子量別の相対定量を行い，回収率を確認し，抽出時間及び大気から短時間でサンプルを
採取する際の最も適する流量と採集時間を推定する．  
実大気浮遊粒子中のタンパク質測定法の確立：①の結果に基づいて，大気中浮遊粒子状物質

をフィルター上に採集し，生体成分のタンパク質の分離手段法や阻害物質除去試薬等を用いた
前処理を行った後，凍結乾燥させ，蒸留水に溶解させたタンパク質の定量を行い，最適測定条
件を確立する． 
(2) 実大気への応用 (平成 30年度) 
サンプルの採集：春季と秋期に大陸性気団が九州地方によく流れたときに，熊本県天草半島

西海岸と中国東部沿岸都市青島市においてフィルターサンプルを複数採集する．サンプルの採
集は，気象条件を参考にして流れ経路別の気団(アジア大陸からの気団，東シナ海からの気団，
局地的な気団)に対して，気団毎に行う．  
分析：検証されたタンパク質の BCA 法と Picotan/Picotein 法を利用して，トータルのタンパ

ク質の濃度およびその分子量別のタンパク質の割合を測定する．結果の質を保証するために，
複数のフィルターからの結果を統計処理し，大気中のタンパク質の濃度と構成を推定する． 
まとめ：得られるデータで，異なる気団中のタンパク質およびその分子量別のタンパク質の

濃度と構成を評価し，九州地方における越境汚染大気中のタンパク質濃度の実態について初期
的なコンセプトを取りまとめる．学会での発表と学術論文の発表に努めながら，次の段階の研
究を準備する． 
 
４．研究成果 
 平成 29年度では，標準溶液と実大気中のサンプルを利用して実験室内において BCA 法を用い
た定量分析の操作手順と抽出精度の検討を重点的に実施した．操作手順などを検討するために，
タンパク質の抽出率，検量線の再現率，吸光度の測定を繰り返し行なった．また，大気中浮遊
粒子状物質中のタンパク質について，試験的な測定も行なった．その結果，標準溶液の濃度
0.5-10μg/mL の吸光度が超純水の吸光度とほぼ一致した．よって，本実験において濃度 5.0-10
μg/mL の範囲で検量線法が最も適応であることが確定された．実大気(熊本市にて)へ試験的に
使用した結果，大気中のタンパク質濃度は 0.2-1.07μg/m3 であった．このことから，サンプル
の採集は数立米の空気を採集しないと，浮遊粒子状物質中のタンパク質に対して、正確な定量
が難しいことがわかった．また，天気条件の違いによって，大気浮遊粒子中のタンパク質量が
大きく異なる結果もあった．同一地点でも，地上からの高度の違いによって，大気浮遊粒子中
のタンパク質の濃度が異なることも分かった．これらの研究活動によって，天気や大気汚染の
状況の変化に伴う大気中のタンパク質の定量分析が汎用な BCA 法を利用して可能となった． 



 平成 30年度では，確立された方法を利用して，九州西岸および中国東部沿岸域(平成 31年 1
月)において観測を実施し，越境大気汚染気団中のタンパク質の定量評価を試験的に行い，複数
の方法でタンパク質の分子量別の相対定量も試みた．サンプルの採集は，気象条件を参考して
流れ経路別の気団に対して気団毎に行なった．また，浮遊粒子状物質中のタンパク質の量と浮
遊微生物の濃度の関係も調べた．実大気浮遊粒子状物質中のタンパク質の量は天気及び大気汚
染の状況によって大きく異なり，浮遊粒子状物質の濃度の変動とほぼ一致し，その値は数十
ng/m3 から十数μg/m3 (1ng=10 億分の 1グラム；1μg=百万分の 1グラム)の範囲であった．特
に黄砂時には，タンパク質の濃度は数μg/m3 から十数μg/m3 であり，他の状況より濃度が高か
った．図 1は結果の事例を示している．これらの結果は，浮遊粒子状物質中のタンパク質が浮
遊粒子の種類と濃度に強く依存していることを示唆している．そのため，大気浮遊粒子中のタ
ンパク質の変動を解明するために，天気条件と大気汚染状況への考慮は不可欠であることが分
かった． 
また，海外の研究者と連携して

令和元年 5 月に熊本県天草西岸
と中国沿岸都域青島市で同時共
同観測を実施した．6月現在，採
集したサンプルを分析しながら，
6月下旬に中国の砂漠域で実施す
る予定の砂漠観測を準備してい
る．今後の予定では，取得したデ
ータをとりまとめて，再度タンパ
ク質の分子量別の相対定量を挑
む．また，研究成果を国内外の学
会で積極的に発表する．開発され
た方法と得られた結果をもとに
して学術論文の原稿を作成し，専
門雑誌に投稿する． 
 
５．主な発表論文等 
 
〔雑誌論文〕（計 0 件） 
 
 
〔学会発表〕（計 4 件） 
① Yuki Hashimoto, Ayumi Naganuma, Hiromi Mastusaki, Tomoko Kojima, Zhang Daizhou: 

Tests for the Quantification of Proteins in Aerosol Particles. The 11th Asian Aerosol 
Conference, Hong Kong, May 27-30, 2019. 

② 橋本優希，長沼歩，張代洲，小島知子:大気浮遊粒子中のタンパク質抽出法の検証. 第59
回大気環境学会，福岡市，2018年9月12日-14日 

③ 橋本優希，長沼歩，張代洲，小島知子: 大気浮遊粒子中のタンパク質抽出法の検証, 第35
回エアロゾル科学・技術研究討論会, 名古屋, 2018年7月31日―8月2日 

④ Daizhou Zhang：Concentration and Viability of Bacterial Aerosols Associated with 
Weather in Asian Continental Out-flow: Summary of Recent Studies at PUK. 第11回大
気バイオエアロゾルシンポジウム、長野、2018年2月20日－21日． 

 
〔図書〕（計 0 件） 
 
〔産業財産権〕 
○出願状況（計 0 件） 
 
名称： 
発明者： 
権利者： 
種類： 
番号： 
出願年： 
国内外の別：  
 
○取得状況（計 0 件） 
 
名称： 
発明者： 
権利者： 

 

図 1 高度の違う二箇所における様々の天気時
の 1μm 以上と以下の浮遊粒子の体積濃度
とその浮遊粒子全体中のタンパク質の濃度 
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